
 

＜引込線工事例と負担金の考え方＞ 

引込線工事例 負担金の考え方

＜別引込方式①＞

　　発電した電気を全量買取するため
　の引込線を新設する場合，引込線を
　新設するための工事費の全額を負担
　金として申し受けます。
　
　

＜別引込方式①＞

引込線新設

＜共用引込方式[Ｙ字分岐]②－１＞
受電用引込線容量≧発電設備容量の場合

負荷設備

受電用

低圧引込線

分電盤
Wh

Wh
ﾊﾟﾜｰｺﾝ
ﾃﾞｨｼｮﾅｰ

引込線の
接続のみ

＜共用引込方式[Ｙ字分岐]②－１＞
　
　　発電設備容量が受電用引込線容量
　を下回る場合，引込線の張替えは不
　要ですが，配線を接続するための工
　事費の全額を負担金として申し受け
　ます。

＜共用引込方式[Ｙ字分岐]②－２＞
受電用引込線容量＜発電設備容量の場合

負荷設備

受電用

低圧引込線

分電盤
Wh

Wh
ﾊﾟﾜｰｺﾝ
ﾃﾞｨｼｮﾅｰ引込線

太線化

＜共用引込方式[Ｙ字分岐]②－２＞

　　発電設備容量が受電用引込線容量
　を上回る場合，引込線を太い線に張
　り替えるための工事費の全額を負担
　金として申し受けます。

負荷設備

受電用

低圧引込線

分電盤
Wh

Wh
ﾊﾟﾜｰｺﾝ
ﾃﾞｨｼｮﾅｰ

売電用

低圧引込線

なお，受電用引込柱以外の電柱からの引込についても技術的に可能です。

受電用

引込柱

 

 ※負担金は,既設設備の状況等により異なります。また，通信線等との離隔確保など保

安上の理由により，引込線をケーブルにするなどの特殊工事が必要な場合があります。 

 ※上記の他に，売電用の計量装置の費用をご負担いただきます。また，発電設備の容量

が大きく，低圧線や変圧器の取替などが必要な場合は，別途必要な工事費の全額を負

担金として申し受けます。 

 

 

 


